
予
算
委
員
会
開
会
要
求

米
国
と
イ
ス
ラ
エ
ル
が
二
月
二
十
八
日
に
イ
ラ
ン
を
先
制
攻
撃
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
中
東
情
勢
や
、

ホ
ル
ム
ズ
海
峡
の
事
実
上
の
開
鎖
等
に
よ

っ
て
国
民
生
活
お
よ
び
経
済
に
重
大
な
影
響
が
生
じ
る
中
、
野
党

各
党
は
、
早
期
の
補
正
予
算
の
編
成
と
、
内
外
の
諸
情
勢
に
つ
い
て
の
議
論
の
機
会
を
求
め
続
け
て
き
た
。

六
月
三
日
に
は
三
兆
円
規
模
の
補
正
予
算
が
提
出
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
中
身
は
政
府

へ
の
事
実
上
の
白

紙
委
任
に
等
し
い
予
備
費
の
積
み
増
し
で
あ
り
、
審
議
時
間
も
異
例
の
短
さ
で
あ

っ
た
こ
と
。
ま
た
、
特
別

国
会
に
お
け
る
予
算
委
員
会
集
中
審
議
の
総
時
間
が
、
例
年
と
比
較
し
て
極
め
て
短
い
こ
と
な
ど
か
ら
も
、

改
め
て
六
月
と
七
月
の
予
算
委
員
会
集
中
審
議
実
施
を
求
め
て
き
た
が
、
未
だ
七
月
の
日
程
に
つ
い
て
の
回

答
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。

高
市
総
理
が
陣
営
に
よ
る
中
傷
動
画
疑
惑
等
に
つ
い
て
答
弁
に
代
え
て
陳
述
書
を
提
出
す
る
と
し
た
こ
と

は
、
国
会
審
議
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
陳
述
書
を
盾
に
し
て
疑
惑
の
解
明
を
避
け
る
か
の
よ
う
な
対
応

は
、
説
明
責
任
の
放
棄
で
あ
る
。

物
価
高
、
円
安
、
Ｇ
７
、
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
を
巡
る
情
勢
、
税
制
改
革
な
ど
、
直
近
の
課
題

へ
の
対
応
は
国

民
生
活
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
会
に
お
け
る
十
分
な
審
議
は
必
須
で
あ
る
。

よ

っ
て
参
議
院
規
則
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
緊
急
に
予
算
委
員
会
の
開
会
を
要
求
す
る
。

以
上
に
つ
い
て
の
回
答
を
令
和
八
年
七
月
二
日
正
午
ま
で
に
求
め
る
。

令
和
八
年
六
月
三
十
日
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